
男町和剰瞬うミ

1.事業主体概要

2 有料老人ホーム事業の概要

(住まいの概要)

重要事項説明書

記入年月日 令和8年 2月 1日

鶏 金城 夏子

所 属
。
随 相談員兼事務主任

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

事業主体の名称 法人等の種類 なし 1合同会社

名称 像Ⅲりがな)ごぅどう力ヽ しヽゃえむけいあんどけい

合同会社MK&K

事業主体の主たる事務

所の所在地

T798‐ 0003

愛媛県宇和島市住吉町 621番地 1

電話番号 0895‐ 28‐6006

事業主体の連絡先 FAX番号 0895‐ 24‐ 7173

メールアドレス mittull12の馘 rOma.ocrl.nelp

ホームページ なし

アドレス hⅢp7呻 eと山礎‐mittu.com

事業主体の代表者の

氏名及び晴渚

氏才. 河 野 美 幸

隧 代 表 社 員

事業主体の設立年月日 平成 21年 3月 18日

主な実施事業 ※別添 1 傷町に実施する介護サービスー覧表)

名称 lふりがな)

じゅうたくがたゆうりょうろうじんほ―む みるく

所在地 T798‐ 0003

宇和島市住吉町 621番地 1

主な利用交通手段 最寄駅 宇和島 駅

交通手段と所要時間 自動車利用の場合

・乗車 10分

連絡先 電話番号 0895‐ 28‐6006

FAX番号 0895‐ 24‐ 7173

メールアドレス mittulll… a・∝n.neap

ホームページアドレス h的 :〃 WЩ ehttme‐mi山 .coln

管理者 氏名 奥 田 和 恵

膀 施 設 長
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建物の竣工日 平成 25年 10月 13日

有料老人ホーム事業の開始日 平成25年 10月 19日

(類型)【表示事項】

3.土とし建物れモ要

１

　

２

介護付 (一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合)

介護付 卿 サービス利用型特定施設

…

護を提供する場合)

住宅型

側4

1又は 21こ

該当する場合

介護保険事業者番号

指定した自治体名 県 (市l

事業所の指定日 年  月  日

指定の更新日 (直近) 年  月  日

凱 敷地面積 1,151.55だ

賄 縣 1 事業者が自ら所有する土地

2 鶉 が宴温崇オるよ」幽 (普交竪瓢皆。定斑確瓢音)

抵当権の有無 1 あり 2 なし

契約期間 1 あ り

(平成25年 5月 11日～平成40年 5月 10日 )

2 なし
契約の自動更新 1 あり 2 な し

建物 猷 離
ハェイ本 590.81コド

うち、老人ホーム部分 360。 19ピ

耐火構造 1

2

薩 効

蝉 効

その他 (  法 22条の指定  )

縫 1 鉄筋コンクリート造
2 2薙打哉豊

木造

4 その他 ( )

″)〒有関係  | 1 )事業者が自ら所有する建物
2 事業者が賃借する建物 (普通賃借・定期賃借)

抵当権の設定 1 あり 2 なし

契約期間 1 あり
(  年 月 日～
2 なし

契約の自動更新 と あり 2 なし

年 月 日)
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居室の状況

居室区分

【表示事項】

1 令室個室 (縁故者居室を含む)

2 本醇綱堅あり

砂 1人都屋

最大 2人部屋

トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区彰◆※

タイプ 1 有∩ 14.25ピ 14

タイプ2 20.25 nr 2

※「下般居室個箋 「一般居室相瓶   「介護居室個劉 「介護居室相綱   「一時介護室」の別を試

共用施設 共用便所における

筋
2ヶ所
うち男女別の対応が可能な便房 2ヶ所

うち車椅子等の対応が可能な便房 2ヶ所

共用浴室 lヶ所
個室 lヶ所

大浴場 ヶ所

共用浴室における

介護浴槽
ヶ所

チェア‐浴 ヶ所

リフト浴 ヶ所

ストレッチャー浴 ヶ所

その他 ( ) ヶ所

食堂 1 あ り 2 なし

入居者や家族が利用

できる調理設備

1 あり なし

エレベーター 1

2

3

あり (車椅子対応)

あり (ス トレッチャー対両

あり (上記 1・ 2に該当しない)

なし

消防用設備

等

消端 1 あ り 2 なし

自動火災報知設備 1 あ り 2 なし

火災通報設備 1 あ り 2 なし

スプリンクラー 1 あ り 2 なし

防火管理者 1 あ り 2 なし

防災言十画 1 あ り 2 なし

緊急通報装 |

欝

居室

あ り

2 ~部あり

3 なし

師 浴室 その他 ( )

1 あり

一部あり

なし

1 あり

一部あり

なし

1 あ り

2

3

2

3

2 -部あり

3 なし

その他
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4.サービスの内容

(全体の方針)

(医療連携の内容)

運営に関する方針 ・要介護状態などの心身の特性を踏まえて、「本人ができ

ることは、できる限り琳、人が行う」ことを基本に、その

利用者が可能な限り、第 2の家としてのその居宅におい

て、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出

来るよう支援する。

・利用者の立場にたつた介護と楽しく過ごしていただけ

る雰囲気づくりに努める。

・利用者及び家族の方々に信頼される人間関係をつくる。

サービスの提供内容に関する特色 きめの細力ヽ 介ヽ護とアットホームな感じの雰囲気で、

のんびり、ゆつたりとした時間の流れに添い、介護者・

利用者が和気あいあいと楽しく日常生活が送れるよ

う、配慮しますЭ

1入浴、排せつ又は食事の介護 自ら実施 2 委託 3 なし

1食事の融 自ら実施 2 委託 3 なし
1洗濯、掃除等の家事の供与 自ら実施 2 委託 3 なし
1健康管理の供与 自ら実施 2 委託 3 なし

安否確認又は状況把握サービス 1 自ら完随 2 委託 3 なし

1生活相談サービス 自ら実施 2 委託 3 なし

医療支援

※複数選択可

1 救急車の手配

2 入退院の付き添い

3 通院介助

4 その他 ( )

協力医療機関 1 名称 医療法人御 |1会

宇和島徳洲会病院

勧 宇和島市住吉町2丁目624

諺瘍罰斗目 内科、外科、泌尿器科、循環器内科、

ものわすれ外来

協力科目 内科

入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保

1 なし

あり2

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保

1 なし

あり2
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2 名称 友松外科胃腸科医院

師 宇和島市鶴島町併27

診療科目 夕騨

協力科目 夕隅

入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保

1 なし

あり2

診療の求めがあつた場合において

診療を行う体制を常時確保

1 なし

あり2

新興感染症発生時に連携する医療機関 名称

師

協力歯科医療機関 名称

師

協力内容

(入居に関する要件)

入居対象となる者

【表示事項】

自立している者 1 あり の なし

要支援の者 1 あり ∈め なし

要介護の者 【巧Eラ「霰5り 2 なし
留意事項

契約解除の内容 不正手段の入居、費用の滞納、設備の故意の破損、長期の不在

事業主体から解約を求める場合
角早糸旬劣蒔巧甍 契約第 10条

解約予告期間 lヶ月

入居者からの解約予告期間 lヶ月

体験入居の内容 あり (内容

なし

1泊 2日程壊こ<学機売入唇  )

2

入居定員 18人

その他
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5.職員体制

※有料老人ホームの職員について記載すること (同一法人が運営する他の事業所の職員については記載する必要

はありません。)

(職種別の職員数)

職員数 (実人翔 常勤換算人数

※1 ※2合計

管理者 1 1

鈴 木目£疑婆ミ 2 2

硼

7 5 2

1 1

彩鋒辞琴劃1和燕舞筆時撃ミ

計画作成担当者

栄養士

調理員 4 2 2

事務員 1 1

その他職員

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ※2

※1 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す
べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をい

う。

※2 特定施心とノ嵯蒻禦錮監介護等を提供しない場合は、記入不曳

(資格を有している介護職員の人数)

茫半言十

社会福祉士

介護福祉士 1 1

実務者研修の修了者
(旧基礎研修 。1級翻

1 1

初任者研修の修了者
(旧 2級細

4 4

介護支援専門員
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篭半言十

看護師又は准看護師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

舅3首彗多像韓下

あん摩マッサージ指圧師

イまり自下

きゅう師

(資格を有している機能訓練指導員の人数)

(夜勤または宿直を行う看護 口介護職員の人数)

(特定施設入居者生活介護等の提供体制)

夜勤帯の設定時間 (  17  時  00  分～  9  時  00  分)

平均人数 最少時人数 (休憩者等を除く)

看護職員 人 人

介護職員 1人 1人

特定施設入居者生活介護の

利用者に対する看護・介護

職員の割合

(下般型特定施設以外の場

合、本欄は省略可翻

契約上の職員配置比率 ※
【表示事項】

a l.5:1以上

b 2:1以 上

c 2.5:1以上

d 3:1以 上

実際の西己置比率

麒 日喘点での利用著胡廷:宇語期契型職員効
1

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択

外部サービス利用型特定施設である有

料老人ホームの介護サービス提供体制

(外部サービス利用型特定施設以外の

場合、本欄は省略可能)

ホームの職員数 人

訪問介護事業所の名称

訪問看護事業所の名称

通所介護事業所の名称
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(職員の状況)

6.不可用料金

(利用料金の支払い方法)

管理者

他の職務との兼務 1 あり  2 なし

業務に係る資格

等

あ り

資格等の名称

2 なし

看護職員 介護職員 鞘 目顧 櫛 ヒ訂‖鱒 計画仰碗担当者

胸 非常勤 拗 非常勤 拗 非常勤 欄 非常勤 常勤 非常勤

前年度 1年間の

期 懃 5

前年度 1年間の

聰 2 3

C泰
たに
賢讐
の し委
ξ
に

1爛 1

1年以上

3爛 2

3年以上

5爛

5年以上

10年未満 1

10年以上 3 2

従業者の健康診断の実施状況 あり  2 なし

居住の権利形態

【表示事項】

不可用麒

2 建物賃貸借方式
3 終身建物賃貸借方式

利用料金の支払い方式

【表示事項】

1 却 い斌

2 -部前払い 。一部月払い方式

3 月払い方式

4 螂

※該当する方式を全て選択

1 銅 い斌

2 -部前払い。一部月払い方式

3月 払い方式
年齢□応じた金額設定 1 あり 2 な し

要介護状態に応じた金額設定 1 あり  2 なし

入院等による不在時における

利用料金 (月払い)の取扱い

1 減額なし

日割り計算で減額

不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額3
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利用料金の

改定

穿獣牛 介護保険改定時に検討

諭 き

(利用料金のプラン 【代表的なプランを2例】)

(利用料金の算定根拠)

プラン 1 プラン2

入居者の状況 要介護度 1 4

年齢 77房受 97房莞

居室の状況 床面積 14。 25ポ 14.25♂

鉤 T 1有 (つ 無 1有 ② 無

浴室 1有 の 無 1有 0う無
台所 1有 の 無 1有 の 無

入居時点で必要な費用 前払金 円 円

敷金 円 円

月額費用の合計

穎

サ
I

ビ
ス

蔦

特定施設洲鋤 護※1の費用

食費

管理費

介護費用

光熱水費

132,558円 148,709円

54,000円 54,000円

円 円

48,000円 48,000円

5,000円 5,000円

15,958円 30,209円

円 円

その他 9,600円 11,500円

※1 介護予防・地域密着型の場合を含視
※2 有料老人ホーム事業として受領する費用 (訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用は、

同一法人によつて提供される介護サービスであつても、本欄には記入していない)

(注)NHK受 信料については、入居者が個々で契約して負担してくださしち

費目 算定根拠

穎 54,000円 /月  (ナイトケア代 1日 1,800円 )

敷金 なし

介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まなしち

1,000円 /日

管理費 施設長その他必要
‐
鵡 を配置して入居者の日常生活に必要な諸業務を処理

すると共に、建物及び付常設備の維持管理丸

5,000円/月

食費 48,000円 /月 (朝食・昼食・夕食)

9



光熱水費 なし

但し、持ち込み等特別なお暖等に関しては電力基本料金 22円/hで恙 s

利用者の個別的な選択によ

るサービス利用料

丹け?黍 2

その他のサービス利用料 通院送迎代 500円/1回 (介助費300円・車代200円 )

7.入居者の状況 【冒頭に記した記入日現在】

(入居者の人数)

(入居者の属性)

ll切
J 男性 3人

女!l生 16人

年齢丹I! 65房荒舅K淵窃 人

65歳以上 75歳未満 人

75歳以上 85歳未満 5人

85歳以上 14人

要介護度別 自立 人

要支援 1 人

要支援2 人

要介護 1 3人

要介護 2 4人

要介護3 3人

要介護4 7人

要介護5 2人

ノU罹移切間別 6ヶ月紬 5人

6ヶ月以上 1年未満 1人

1年以上5年未満 8人

5年以上10年未満 3人

10年以上 15年未満 2人

15年以上 人

平均年齢 89.5歳

入居者数の合計 19人

メ排学卒※ %

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含む。
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(前年度における退去者の状況)

8.苦情 日事故等に関する体制

(利用者からの苦情に対応する窓口等の状況)※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。

(サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応)

(利用者等の意見を把握する体制、第二者による評価の実施状況等)

退去先別の人

数

自宅等 人

社錦 鵬 3人

医療機関 8人

死亡 2人

その他 人

生前解約の状

況

施設側の申し出 人

l解約事由の例)

入居者側の申し出 人

(解約事由の例)

窓回の名称 住宅型有料老人ホーム みるく

電話番号 0895-28-6006

対応している時間 平 日 午前8時 30分～午後 5時

鯉 午前8時 30分～年後 5時

日曜 。祝日 午前8時 30分～午後 5時

定休日 正月 1日

損害賠償責任保険の加入状況 あ り (その内容)

施設賠償責任・聾 物 貝韻 封 燃「父カロ入 Υll用

者負担なし)

2 なし

介護サービスの提供により賠償すべき事

故が発生したときの対応

あり (その内斜

施設賠償責任・生産物貝剖錦獣騨馳勘日入 l禾1用

者負担なし)

2 なし

事故対応及びその予防のための指針 1 あり  2 なし

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況

1 あり
鉄朝伍日

結果の開示 1 あり  2 なし

2 な し
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第二者による評価の実施

状況 1 あり

鉄勤値日

評価機関名称

結果の開示 1 あり  2 なし
2 な し

9.入居希望者への事前の情報開示

10.その他

入居契約書の雛形 1 入居希望者に公開

刀朝吾希望者イこ狡y寸

公開していない

2

3

管靭
∈D入居希雫者に公開
2 入居希望者に交付
3 公開していない

事業収支計画書 １

　

２

入居肴望者に公開

入居希望者イこ狡y寸

公開していない8

財務諸表の要旨 １

　

２

入居希望者に公開

入居希望者に交付

公開していない3

瞬 の麻
１

　

２

入居希望者に公開

入居希望者イこ姉

公開していない3

1 あり (開催頻度)年  2 回

1 代替措置あり (内容)

運営懇総

2 なし

2 碑 なし

1虐待防止対策検討委員会の定期的な開催 あり   2 なし

締 十の齢 1 あり   2 なし
1定期的な研修の実施 あり   2 なし

高齢者虐待防止のための

離 の期

担当者の配置 1 あり   2 なし
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身体的拘束等の適正化の

ための取組の状況

身体的拘束等適正化検討委員会の開催 1 あり   2 なし

紛 の齢 1 あり   2 なし

定期的な研修の実施 1 あり   2 なし

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行

為 (身体的拘束等)を行うこと

あ り 身体的拘束等を行う場合の態様及び

時間、入居者の状況並びに緊急やむ

を得ない場合の理由の記録

Э
2

あり

なし

2 なし

業務継続計画の策定状況等 感染症に関する業務継続計画 1 あり  2 なし

災害に関する業務継続計画 1 あり  2 なし

職員に対する周知の実施 1 あり  2 なし

定期的な研修の実施 1 あり  2 なし

定期的な訓練の実施 1 あり  2 なし

定期的な業務継続計画の見直し 1 あり  2 なし

提携ホームヘの移行

【表示事項】

1 あり  麟 ホーム名 :

なし

)

有料老人ホーム設置時の老

人福祉法第 29条第 1項に規

定する届出

あり   2 なし
3 サービス付き高齢者向け住宅の登録を行つているため、高齢者の居住の

安定確保に関する法律第 23条の規定により、届出が不要

高齢者の居住の安定確保に

関する法律第 5条第 1項に

規定するサービス付き高齢

者向け住宅の登録

1 あり な し

有料老人ホーム設置運営指

導指針「5.規模及び構造設

備」に合致しない事項

1 あり なし

1 適合している (代替措置)

2 適合している (将来の改善計画
3 適合していない

有料老人ホーム設置運営指

導指針の不適合事項
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添付書類 :別添 1 傷町に実施する介護サービスー覧表)

別添2(個別選択による介護サービスー覧表)

※ 様

説明年月日 年   月  日

説明者署名

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。
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別添 1  事業主体が県内で実施する他の介護サービス

介護サービス等の種類 併設・隣接の状況 事業所の名称 所在地

<居宅サービス>

し

ハ ション

り し

宇 吉町6211

ヅハご テーション り し

り し

し

り し

し

<地域密着型サービス>

り し

り し

し

り し

し

居宅介護支援 あり なし 併設
・ 隣接

<居宅介護予防サービス>
し

ハ シ ョ ン り し

し

アヽ シ ョ ン

り し

り し

し

<地域密着型介護予防サービス>
し

し

介護予防支援 あり なし

< >

り し

<介護予防。日常生活支援総合事業>
― ビス し

しそ の の

ス

ス り
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別 添 2 有料老人ホーム・サー ビス付き高齢者向け住宅が提供するサー ビスの一覧表

あ り

備    考

実

遠方等によりどうしても付き添いができ

ない場合のみ

遠方等により購入が困難な場合

往診 2カ 月に 1回

な し
特定施設入居者生活介護 (地域密着型・介護予防を含む)の指 の有無

個別の利用料で、実施するサー ビス

(利用者が全額負担 )

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

①

⑫

⑩
p
あ り

②

あ り

②

⑩

②

⑩

⑧

⑩

ω

D
D
あ り

あ り

醐

Θ

⑧

⑫

Ω

な し

殺 し

な し

な し

tl)ン

な し

挺 :)

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

め

⑩

な し

な し

な し

な し

な し

特定施設入居者 生

活介護費で、実施す
るサービス (利用者
一部負担※1)

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

イ

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

①

⑪ ン

①

⑪ ノ

①

⑩

⑪ ノ

ン①

①

/ζ[)

⑩

③

◎

ンΦ

⑩

糧 l)

①

介護サービス

生活サー ビス

健康管理サー ビス



遠方等によりどうしても都合がつかない

場合のみ

○

○

○

ω

⑪

あ り

⑧

な し

な し

③

な し

あ り

あ り

あ り

あ り

①

O

⑩

③

入退院時・入院中のサー ビス

※ 1

※ 2

※ 3

利用者の所得等に応 じて負担割合が変わる (1割 又は 2割 の利用者負担 )。
「あり」を記入 したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含 される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応 じて、いずれかの欄にOを 記入する。

都度払いの場合、 1回 あた りの金額など、単位を明確にして記入する。



別表

有料老人ホームの類型

注)特 定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等にお
いて「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行つてはいけません。

O有料老人ホームの表示事項

類型 類型の説明

介護付有料老人ホ

ーム

(一般型特定施設

等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

護が必要となつても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生

を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが

居者生活介護 ) です。 (介護サービスは有料老人ホームの職員が晃供します。特

生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示する

ことはできません。)

護付有料老人ホ

ム

護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

が必要となつても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生

(外部サー ビス利 を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能

用型特定施設入 です。 (有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービ

スは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の生活介護 )

定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはでき

ません。)

口

住宅型有料老人 ホ

ーム (注 )

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪間介護等の介護

サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続すること

が可能です。

健康型有料老人ホ

ーム (注 )

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった

場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

表示事項 表示事項の説明

居住の権利形

態 (右のいず

れかを表示 )

利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態

で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一

体となっているものです。

建物賃貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等

のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者

の死亡をもつて契約を終了するという内容は有効になりませ

ん。
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終身建物賃貸借方

式

建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の

居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借

事業の認可を受けたものです。入居者の死亡をもつて契約を

終了するという内容が有効です。

利用料の支払

い方式

(注 1・ 注

2)

全額前払い方式 終身にわたつて受領する家賃又はサービス費用の全部を前払

金として一括 して受領する方式

一部前払い 。一部

月払い方式

終身にわたつて受領する家賃又はサービス費用の一部を前払

いとして一括受領し、その他は月払いする方式

月払い方式 前払金を受領せず、家賃又はサービス費用を月払いする方式

選択方式 入居者により、全額前払い方式、一部前払い
。一部月払い方

式、月払い方式のいずれかを選択できます。どの方式を選択

できるのかを併せて明示する必要があります。

入居時の要件

(右のいずれ

かを表示 )

入居時自立 入居時において自立である方が対象です。

入居時要介護 入居時において要介護認定を受けている方 (要支援認定を受

けている方を除く)が対象です。

入居時要支援・要

介護

入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が

対象です。

入居時自立 。要支

援・要介護

自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も入

居できます。

介護保険 愛媛県指定介護保

険特定施設

(一般型特定施

設 )

介護が必要となつた場合、当該有料老人ホームが提供する特

定施設入居者生活介護サービスを利用することができます。

介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。 (注

3)

愛媛県指定介護保

険特定施設

(外部サービス利

用型特定施設 )

介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特

定施設入居者生活介護サービスを利用することができます。

有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介

護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。

(注 3)

在宅サービス利用

可

介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用す

るホームです。

居室区分 (右

のいずれかを

表示。※には

1～ 4の数値

を表示 )

(注 4)

全室個室 介護が必要となつた場合に介護サービスを利用するための一

般居室又は介護居室が、すべて個室であるホームです。 (注

5)

相部屋あり (※人

部屋～※人部屋 )

介護居室はすべて個室ではなく、相部屋となる場合があるホ

ームをいいます。
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一般型特定施

設である有料

老人ホームの

介護にかかわ

る職員体制

(右のいずれ

かを表示 )

(注 6)

1.5:1以上 現在及び将来にわたって要介護者 3人に射して職員 2人 (要

介護者 1.5人に対して職員 1人)以上の割合 (年度ごとの

平均値)で職員が介護に当たります。これは介護保険の特定
施設入居者生活介護の基準の 2倍以上の人数です。

2:1以上 現在及び将来にわたって要介護者 2人に対して職員 1人以上

の割合 (年度ごとの平均値)で職員が介護に当たります。こ

れは介護保険の特定施設入居者生活介護の基準の 1.5倍以
上の人数です。

2.5:1以 上 現在及び将来にわたって要介護者 5人に対して職員 2人 (要

介護者 2.5人に対して職員 1人)以上の割合 (年度ごとの

平均値)で職員が介護に当たります。これは介護保険の特定
施設入居者生活介護で、手厚い職員体制であるとして保険外

に別途費用を受領できる場合の基準以上の人数です。

3:1以上 現在及び将来にわたって要介護者 3人に対して職員 1人以上

の割合 (年度ごとの平均値)で職員が介護に当たります。介

護保険の特定施設入居者生活介護のサービスを提供するため

に少なくとも満たさなければならない基準以上の人数です。

外部サービス

利用型特定施

設である有料

老人ホームの

介護サービス

提供体制 (※

に職員数、※

※※※※に介

護サービス事

業所の名称を

入れて表示 )

(注 7)

有料老人ホームの

職員※人

委託先である介護

サービス事業所

訪問介護

※※※※※

訪問看護

※※※※※

通所介護

※※※※※

有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施

し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供

します。

その他 (右に

該当する場合

にのみ表示。

※※※に提携

先の有料老人

ホームを入れ

て表示 )

提携ホーム利用可

(※※※ホーム)

介護が必要となつた場合、提携ホーム (同一設置者の有料老

人ホームを含む)に住み替えて (地域密着型)特定施設入居
者生活介護を利用することができます。 (注 8)

老人福祉法の改正を受けて、従来は「一時金」 「一時金方式」と記載 していた項目については

「前払金」 「前払い方式」と修正していますが、当面の間、広告、パンフレット等において

「一時金」 「一時金方式」という表現を使用することも可能です。なお、 「前払金」について

は、家賃又はサービス費用の前払いによつて構成されるものであることから、その実態を適切
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に表現する名称として、広告、パンフレット等の更新の機会に応 じて、順次、
「前払金」とい

う名称に切 り替えるようにすることが望ましいものと考えます。

注 2)「前払金方式 (従来の一時金方式)」 については、「家賃又はサービス費用の全額を前払いする

こと」と、 「家賃又はサービス費用の一部を前払いし、一部を月払いすること」では、支払方法に

大きな違いがあることから、前者を「全額前払い方式」とし、後者を「一部前払い
。一部月払い方

式」としています。当面の間、広告、パンフレット等において、従来どおり
「一時金方式」という

表現を使用することも可能ですが、その場合であっても、入居希望者・入居者
への説明にあつて

は、家賃又はサービス費用の全額を前払いする方式なのか、一部を前払いする方式なのかを、丁寧

に説明することが望ましいものと考えます。

注 3)入居者が希望すれば、当該有料老人ホームの特定施設入居者生活介護サービスに代えて、訪問介

護等の介護サービスを利用することが可能です。

注4)一般居室はすべて個室となつています。この表示事項は介護居室 (介護を受けるための専用の

室)が個室か相部屋かの区分です。従つて、介護居室を特に設けず、一般居室において介護サービ

スを提供する有料老人ホームにあつては、 「個室介護」と表示することになります。

注 5)個室とは、建築基準法第 30条の「界壁」により隔てられたものに限ることとしていますので、

一の居室をふすま、可動式の壁、収納家具等によつて複数の空間に区分したものは個室ではありま

せん。

注 6)介護にかかわる職員体制は、当該有料老人ホームがЯ在及び将来にわたつて提供しようと想定し

ている水準を表示するものです。従つて、例えば、現在は要介護者が少なく1.5:1以上を満たす場

合であつても、要介護者が増えた場合に2.5:1程度以上の介護サービスを想定している場合にあつ

ては、2.5:1以上の表示を行 うことになります。なお職員体制の算定方法については、「指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第175条第 1項第 2号イ及び同第 2項の規

定によります。なお、「1.511」 、「2:1」 又は「2.5:1」 の表示を行おうとする有料老人ホーム

については、年度ごとに職員の割合を算定し、表示と実態の乖離がないか自ら検証するととも

に、入居者等に対して算定結果及びその算定方法について説明することが必要です。

注 7)訪問介護、訪問看護及び通所介護以外のサービスについて、委託先のサービス事業所がある場合

には、サービス区分及びサービス事業所の名称を表示することが必要です。

注 8)提携ホームには、介護老人保健施設、病院、診療所、特別養護老人ホーム等は含まれません。
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